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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　タイヤ内側表面の製造型の少なくとも一部を規定するタイヤの成形、加硫用の剛体のコ
アにおいて、
　横方向面が互いに接触する状態で互いに並んで配置された周方向に互いに隣接した複数
の剛性の断片を備え、
　少なくとも１つの前記断片の横方向面は、コアの外側へ向かって放射状に収斂しており
、
　前記各断片は、複数の断片を一体的に連結する部材への剛性の取付部分を有し、
　前記取付部分は各断片の径方向内側端部に配置され且つ第１の材料で作られ、
　前記各断片は、さらに、前記取付部分に一体的に連結され且つ前記第１の材料とは異な
る第２の材料で作られた主要部分を備え、
　前記タイヤ内側表面の製造型は、少なくとも一部分が前記主要部分の外側表面によって
区画がされ、前記取付部分によっては区画されず、
　前記製造型が、該製造型の端部を区画する成形表面を区画しない中間面を介して、最小
半径方向へ向かって半径方向に延び、
　該中間面は、軸線に対して直角な面内にあるか、截頭台形をしていて、
　該中間面は、横方向シェル上にあるビードシート成形領域の延長部にある対応面と協働
し、
　前記中間面にある接合線が、前記取付部分と主要部分とを分離している、
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　　ことを特徴とするコア。
【請求項２】
　前記取付部分が鋼で作られ、主要部分がアルミニウム合金で作られている、
　請求項１に記載のコア。
【請求項３】
　前記各断片を一体化する前記部材が周方向に連続したリムである、
　請求項１または２に記載のコア。
【請求項４】
　ゴムの加硫温度では主要部分が隣接する断片の間で突出しない状態で遊びゼロで互いに
接触し且つ均一な成形表面を形成し、加硫温度以下の温度では主要部分の間に遊びできる
ように、全ての断片を考慮し、前記主要部分、前記取付部分、および前記主要部分と前記
取付部分との間の接合部の寸法および構成が決定されている、
　請求項１～３のいずれか１項に記載のコア。
【請求項５】
　熱伝導を良くするために、前記各断片の主要部分に少なくとも一つの電気抵抗器が一体
成形されている、
　請求項１～４のいずれか１項に記載のコア。
【請求項６】
　前記各主要部分が放射方向外側を向いたドームを形成する壁を有し、この壁の中に前記
電気抵抗器が埋め込まれている、
　請求項５に記載のコア。
【請求項７】
　コネクタを有し、該コネクタはグリッパが加硫ステーションに接近した時に、機械の加
硫ステーションにコアを接続させ、抵抗器に電気エネルギーを供給する、
　請求項５に記載のコア。
【請求項８】
　前記各断片の取付部分に配置された少なくとも１つの断片側取付支持面と、
　前記リムに対して前記断片を放射方向に分離しようとする力を吸収するために、前記各
断片毎に、前記断片側取付支持面と協働する、前記リムに配置された、前記断片側取付支
持面の逆形状を有するリム側取付支持面と、備えている、
　請求項３に記載のコア。
【請求項９】
　前記断片側取付支持面およびリム側取付支持面が、全ての断片に対するリムの軸線方向
運動が単一方向に起こるような形状をしている、
　請求項８に記載のコア。
【請求項１０】
　前記断片側取付支持面およびリム側取付支持面の各々が周方向に配置された嘴部上に配
置されている、
　請求項８に記載のコア。
【請求項１１】
　前記コネクタを介してコアを一つまたは複数の測定プローブとの接続ができる、
　請求項７に記載のコア。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はタイヤの製造法に関するものである。
本発明は特に、タイヤ製造時の支持体の役目とタイヤの内側空洞部の表面成形手段の役目
をする実質的に剛体のコアに関するものである。
【０００２】
【従来技術】
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欧州特許第 0,666,165号に開示のタイヤ製造機ではタイヤ製造時の支持体の役目をする上
記形式のコアが用いられている。このコアはタイヤ製造後に取り外され、次のタイヤの製
造時に再度取り付けられて支持体の役目をする。このコアは取付け／取外しサイクルに何
度も耐えなければならず、高い幾何学的品質を保証できるだけの強度を有していなければ
ならず、さらに、何度使用した場合でもその間コアが高い品質を維持できなければならな
い。この欧州特許第 0,666,165号は、コアの必須の構成要素である各種断片を一体化する
ための部材としてリムを使用することが提案されている。
【０００３】
問題は、コアの取付け／取外しが容易にでき、また、タイヤ製造機でのステーションから
ステーションへのコアの運搬を複雑にし過ぎずに、十分な強度のコアをいかに設計するか
にある。さらに、このコアは製造すべき各種のタイヤの形状に正確に一致しなければなら
ない。また、製造機械をできるだけ汎用なものにするためには、コアをある程度標準化す
るのが望ましく、できるだけ均一かつ迅速に加硫するためにはコアを通して加硫すべきタ
イヤに熱を供給できるのが便利である。また、この種のコアはできるだけ堅固でかつ加硫
すべきタイヤへの熱の伝達に優れ、ステーションからステーションへの運搬の加速度およ
び速度を高くするために、できるだけ軽量化するのが好ましい。
【０００４】
　この剛性コアはタイヤの内側表面の製造型の少なくとも一部を規定するためのものであ
る。このコアは、ビードの内側空間を通ってタイヤの内部から抜き取ることができるよう
にするために、複数の断片で構成されている。このコアは横方向面が接触するように互い
に並んで配置された周方向に互いに隣接した複数の断片からなる。「横方向面」とはコア
の一方の側から他方の側へ延びる面を意味する。図示した実施例では、これらの面はコア
の軸線に対して平行な面である。なお、本発明がこれらの特徴に限定されるものではない
。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明はこれらの各断片をそれぞれの要求を満たす２つの異なる部分すなわち接触部分と
、接触部分と一体化される主要部分とで製造することを提案する。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　主要部分の主要な役目はタイヤの内側表面を成形することにある。すなわち、主要部分
は製造型の役目をし、タイヤの内側表面を成形する。接触部分の主要な役目はコアを構成
する各断片を一体化するための部材に各断片を固定することにある。各断片は各種断片を
一体化するための部材に固定するための部分を有している。
【０００７】
接触部分は各断片の放射方向内側端部に配置されている。接触部分は取付け／取外しサイ
クルに何度も耐える特性から選択された第1の材料で作られている。接触部分はリムやグ
リッパ、コアを利用する各ステーションに設けられたその他の処理部材によって各断片を
把持するのが最適化できるような設計になっている。
各断片はさらに、接触部分と一体化される主要部分を有している。この主要部分は主とし
て成形性および熱伝導性が良好であることから選択される第1の材料とは異なる第2の材料
で作られている。主要部分は接触部分と一体化されて機能上取外すことができない。主要
部分は各タイヤの寸法に独特な部品であり、タイヤの成形および加硫を最適化でき、経済
的になるように製造されるが、接触部分は複数の異なるタイヤに対して同一図および同一
概念で製造することができる。
【０００８】
【発明の実施の形態】
加硫および成形によって与えられる正確な形状にタイヤの生ブランクを製造するのは極め
て難しいということは理解できよう。特に、ビードの下側部分は最終断面に近似した断面
にしかできない。タイヤの生ブランクの状態では、ビードの放射方向下側部分は成形後に
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得られる高さより放射方向の低い高さに配置される。その結果、欧州特許第0,242,840号
に記載の金型を閉じた時に、シェルの延長部がタイヤビードの放射方向内側部分をわずか
に擦ることがある。まだ生のビードをシェルの延長部が擦った場合に、タイヤブランクか
ら取られたゴムの小さい破片が運ばれることがある。このゴムの小さい破片は金型の内部
へ押し戻されて、失われる。その結果、このゴムの破片によって金型および／またはプレ
スが汚染されされるため、金型および／またはプレスの2回の洗浄操作の間に製造時間ロ
スする。さらに、金型の内部に押し戻されたこのゴムの小さい破片が金型キャビティーに
残った場合には、硬化後のタイヤの外観に欠陥が生じる危険がある。
【０００９】
本発明の特徴により、成形機能の全てを主要部分に割り当て、接触部分の表面は、この変
形例では成形機能に関与しないようにすることでこの問題は解決される。この場合、中間
面はコアの成形表面の延長部上に最小半径へ向かって（すなわち内部へ向かって）放射方
向に延びている。この中間面は成形部分の形状および向きに依存し、回転軸線に対して直
角な面内にあるか、非常に大きい角度の円錐台を形成する。従って、ビードの放射方向最
下側部分が完成したタイヤの放射方向高さよりも低くなっても、型閉め移動で生じるバリ
は単に挟まれるだけで、剪断されず、タイヤに固定されたまま残る。これによって上記の
欠点は避けられる。
【００１０】
また、接触部分と主要部分との間の接合線を中間面内に配置することで接触部分と主要部
分との間のゴムがクリープし、それによってタイヤビードの内側表面にバリが生じるのを
防ぐのが好ましい。この配置の別の利点は接触部分が成形機能を持たないため、接触部分
（特に全断片の全ての接触部分）が必ずしも連続した表面を形成する必要がない点にある
。
【００１１】
　本発明の別の観点から、断片間にバリが発生するのを防止し、一連の取外し／取付け操
作に耐えることができる極めて堅固なコアの構造を得るために、タイヤの内側表面用の製
造型の少なくとも一部を規定する剛性コアにおいて、剛性コアが横方向面が接触するよう
に互いに並んで配置された周方向に互いに隣接する複数の断片からなり、少なくとも１つ
の断片の横方向面はコアの外側へ向かって放射状に収斂しており、各断片は各種断片を一
体化するための部材を有する接触部分を有し、この接触部分は各断片の放射方向内側端部
に配置され且つ主として第1の材料で作られており、さらに、接触部分と一体な主要部分
を有し、この主要部分は主として第1材料とは異なる第2の材料で作られ且つ接触部分と一
体であり、ゴムの加硫温度で主要部分が隣接断片の間へ突出しない状態で遊びゼロで互い
に接触し且つ均一な成形表面を形成し、加硫温度以下の温度では主要部分の間に遊びでき
るように主要部分、接触部分および主要部分と接触部分との間の接合部の寸法および構成
が決定されているコアが提供される。
【００１２】
　本発明のさらに別の観点から、熱交換をよくするために、タイヤの内側表面用の製造型
の少なくとも一部を規定する剛性コアにおいて、横方向面が接触するように互いに並んで
配置された周方向に互いに隣接した複数の断片からなり、少なくとも１つの断片の横方向
面はコアの外側へ放射方向に収斂しており、各断片は各種断片を一体化するための部材に
接触する接触部分を有し、この接触部分は各断片の放射方向内側端部に配置され、さらに
、接触部分と一体化された主要部分を有し、この主要部分は主として熱伝導性の良好な流
動性のある材料で作られており、各断片には熱伝導を良くするための電気抵抗器が少なく
とも一つ一体成形されていることを特徴とするコアが提供される。
　本発明の上記以外の特徴および利点は添付図面を参照した以下の説明からより良く理解
できよう。
【００１３】
図１と図2(a)、(b)は本発明の第１実施例の剛性コア１を示している。周方向に互いに隣
接して並んで配置された複数の金型断片（fraction、以下、断片という）10d、10iはその
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横方向面10d1、10i1を介して互いに接触している。少なくとも１つの断片10iの横方向面1
0i1はコアの外側へ向かって拡大しているので、断片を内部から放射方向に移動させれば
コアは外すことができる。本発明のコアは欧州特許第0,242,840号と同様に２つの断片モ
デル（すなわち横方向面10dlがコアの外部へ向かって末広がりに拡大している断片10dと
横方向面10i1がコアの外部ヘ向かって収斂するいわゆる「逆形」の断片10i）とからなる
。以下の説明では、収斂するか、末広がりに拡大するかが特に重要でない場合には、記号
iまたはdを省略して単に「断片10」とよぶことにする。
【００１４】
各断片10はリム14と係合する接触部分12を有している。この接触部分12は各断片の放射方
向内側端部に配置されている。図１に示すように、リム14は周方向に連続し、一方、各接
触部分12は断片10の一部であるので円の一部である。接触部分12は取付け／取外しサイク
ルに何度も耐えることを主たる特性とした第1の材料で作られている。各断片10はこの接
触部分12と一体な主要部分13を有している。この主要部分13の主要な役目はタイヤ製造時
にタイヤ表面を規定することにある。主要部分13は成形性に優れ、熱伝導性が良く、軽量
であることを主たる特性とした第２の材料で作られており、接触部分12と一体で、機能上
取り外すことができない。
【００１５】
図2(b)にはコア１と協働して金型キャビティーを規定するシェル15が示されている。一つ
のサイドウォールに対して1つのシェルがあり、トレッドを成形するための手段（図示せ
ず）があるということは理解できよう。タイヤのサイドウォールの外側表面を成形するた
めのシェル15はその放射方向内側部分にコアの放射方向内側表面の下側上を摺動する延長
部140を有している。これによって各シェルがその閉位置に達する前に成形空間が完全に
分離され、閉じられる。これは本発明の最も簡単な実施例である。この場合、接触部分12
を主要部分13から離す線L1がタイヤの金型キャビティー内にあるので、接触部分12はタイ
ヤの成形に関与するということは理解できよう。
【００１６】
既に説明したように、硬化時には（ゴムの膨張により）金型キャビティー内の圧力が上昇
し、しかも、適当な保持手段がないため、末広がりに拡大する断面10dでは逆形の断片10i
が内部へ向かって移動する（図2(c)）のを防止することができない。すなわち、これらの
逆形の断片10iは末広がりに拡大する断面によって妨げられずに放射方向移動して加硫済
みタイヤの内部から取り外すことができるように設計されている。軸方向両側（図2(b)で
は片側のみを示す）の全ての断片10の放射方向内側表面の下側で摺動する延長部140の別
の役目は、硬化中のタイヤの昇圧の影響で逆形の断片10iが内部へ向かって移動するのを
防止することにある。この摺動によって延長部140と接触する断片のこの部分は接触部分1
2の一部となり、コアを極めて堅固なものにする。各図では延長部140と接触部分12との間
の放射方向間隙およびリムと接触部分との放射方向間隙は強調されており、比率は考慮し
ていないということは理解できよう。
【００１７】
図３は本発明の第２実施例のコア２を示している。この断片20は接触部分22と主要部分23
とからなり、接触部分22はリム24に取付けられている。コア２はシェル25（各サイドウォ
ールに付き１つのシェル）と協働して金型キャビティーを規定する。中間面21は断片20の
成形表面のまっすぐな延長部に放射方向内側へ向かって真っ直ぐに配置されていることが
わかる。この中間面21は断片20の成形部分の放射方向下側にあり、回転軸線に対して直角
な面内にあるか（図示したように）、大きく開いた非常に大きな角度の円錐形をしている
。従って、生ゴムが延長部140によって押されて生タイヤブランクの周りを閉じる移動の
間にバリの形成が始まると、このバリは点P1と点P2との間にはさまれて、図2(a)の点P1と
点P2との間とは違って剪断されることがない。挿まれたバリはタイヤに固定されたまま維
持されるということは明らかである。
【００１８】
接触部分22と主要部分23との間の接合線L2は中間面21内にあって接触部分と主要部分との
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間でゴムをクリープさせて、タイヤビードの内側表面上にバリが生じるのを防ぐのが好ま
しい。
【００１９】
タイヤの加硫にコアを用いる場合には、大きな成形バリが発生するのを防止するために、
各断片の間に存在する遊びを極めて小さくしなくてはならないということは理解できよう
。さらに、この種のコアは膨張係数の異なる部分（接触部分は鋼、主要部分はアルミニウ
ム）を有するので、タイヤ製造時に生じる熱サイクルをに合わせるのが好ましい。少なく
とも加硫時にはコアは約150℃の温度で使用され、生タイヤブランクの製造時には100℃以
下の温度が用いられる。こうした熱サイクルに合わせるために、主要部分13とその接触部
分12への接合部（図4(a)、(b)）の寸法は、生タイヤの取付けにコアを用いた時に、各断
片10iと各断片10dとの間に遊びが加硫に必要な温度まで上昇した時（図4(b)の加硫温度）
にのみ閉じるように決める（図4(a)では加硫温度以下の温度での各断片10間の遊びが強調
されている）。そうすることよって主要部分が熱膨張によって大きくなり、末広がりに拡
大した断片10iが放射方向外側へ押し出されることはない。また、断片10を互いに接合す
る接合手段（接触部分およびリム）の劣化が防止される。
【００２０】
これら全ての実施例では、断片10、20がその内側部分に放射方向に配置される接触部分12
、22を常に有している。断片10、20は軽合金で成形された主要部分13、23を有している。
図5(a)、(b)は接触部分32にネジ36によって固定された主要部分33を示している。ネジ36
は断片30の横方向両側にあり、断片の周方向のほぼ中央部分に配置されている。この連結
部は接触部分32と主要部分33との間のほぼ中心にあるので、接触部分32、主要部分33ある
いは接触部分と主要部分33との間の接合ネジ36を損傷しないで主要部分は接触部分より大
きく膨張することができる。
【００２１】
コアの取付け／取外し操作を行なう毎に接触支持面には著しく大きな力が加わるというこ
とは理解できよう。この部分はそれに適した材料を選択して、非常に強くする。さらに、
コア取付け／取外し操作時に毎回多くの衝撃、打撃および摩擦を受けるこの領域の耐久性
を確実にするために適当な表面処理を行うことができる。
【００２２】
接触部分が成形部分である（図6(a)、(b)）か、否か（図6(c)、(d)、（e））に応じて考
えられる別の相違点を検討してみよう。図6(a)に示すように、接触部分42の領域425はビ
ードBの反対側で放射方向に延び、接触部分42と主要部分43とを分離する接合線L4はタイ
ヤのビードBの内側表面上に現れる。この場合には少なくともタイヤ成形部分に全ての接
触部分が周方向で連続した面を形成する必要があることは明らかである。これは、成形表
面が主要部分53（図6(d)）全体にある場合は必要ではない。図6(c)に示すように、接触部
分52と主要部分53とを分離する接合線L5は中間面51上に現れる。タイヤのビードBの内側
面全体が主要部分53によって成形される。この場合は図6(c)の円筒形の面P3がわずかに截
頭台形であるのが有利である。
【００２３】
図7は極めて大型の断片70の主要部分の詳細図である。主要部分73は中心部分がほぼ放射
方向に配置された柱70によって補強され、この柱はこの主要部分の内側部分を放射方向最
外側位置にあるアーチに連結している。
接触部分は一般に鋼等の金属を用いて製造される。この接触部分はコアの取付け、取扱い
時に必要な所望の全ての支持面および形状が得られるように鋼を切削加工して作られる。
主要部分は一般にアルミニウム合金等の鋳造軽合金を用いて製造される。各主要部分の放
射方向外側ドームを形成する壁の中には電気抵抗器を成形（埋め込む）することができる
。
【００２４】
図７は電気抵抗器74を示している。12個の抵抗器74を有する放射方向断面は湾曲し、周方
向を向いた各断片を通るようになっている。実際には熱伝導性の良好な流動性のある材料
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を用いて各主要部分の放射方向外側ドームを形成する壁を成形し、その内側に１つの断片
当たり少なくとも１つの電気抵抗器を埋め込んで成形する。変形例では、熱の伝導を良く
するのに適した方法で抵抗器を切削加工した凹部内に固定するか、壁の内側表面に固定す
るができる。コアはタイヤ製造機内でステーションからステーションへ運搬できなければ
ならないので、コネクタ75を設けて、グリッパが加硫ステーションに接近した時に別のコ
ネクタ76を介して加硫ステーションにコアを接続し、抵抗器に電気エネルギーを供給し、
必要に応じて各種測定プローブを接続できるようにするか、誘導式の結合手段および／ま
たはその他の任意の結合手段を設ける。
【００２５】
図5(b)、図７は周方向に連続したリム34を有する変形例を示している。このコアは各断片
の接触部分、例えば周方向に配置された嘴部（bec）37に配置された少なくとも１つの断
片側接触支持面を有している。さらに、コアは断片側接触支持面に対応する、リム側に配
置されたリム側接触支持面を有している。このリム側接触支持面は各断片ごとに断片側接
触支持面と協働し、ブロック手段(図示せず)、例えば接触部分32に抗してリム34を軸線方
向に挟む手段と協働して、断片をリムに対して放射方向に離す力を吸収する。図示した実
施例では各リム側接触支持面も周方向に配置された嘴部38上に設けられている。
【００２６】
断片側接触支持面およびリム側接触支持面は全ての断片に対するリムの単一方向の軸線方
向移動が可能になるように構成するのが有利である。そのためには嘴部37を例えば断片の
異なる高さに位置させ、一方の嘴部（下側嘴部といわれる）を放射方向で他方の嘴部（上
側嘴部といわれる）より低い高さに配置することができる。同じことがリム34の嘴部38に
も当てはまる。この実施例では、各接触支持面はコアの同じ側で軸線方向を向いた截頭台
形面であるということは理解できよう。各截頭台形面はくさび形ではない角度をしている
。
【００２７】
図8は接触部分82および主要部分83を有する断片80を示している。コア８はシェル85（各
サイドウォールに1つのシェル）と協働して金型キャビティーを規定する。この変形例で
は溝840が各接触部分82に設けられ、シェル85に設けられたリブ850と協働して末広がりに
拡大する断面に対して「逆形」の断片が突き出ないようにしている。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明のコアの概念的側面図。
【図２】(a)はシェルとともに金型キャビティーを形成する型閉め時の構成での本発明コ
アの概念的放射方向部分断面図。(b)はシェルと一緒に金型キャビティーを形成する金型
が閉じた位置での構成での本発明コアの概念的な放射方向部分断面図。(c)は保持手段が
ない場合に加硫時の昇圧で拡大する構成を示す本発明コアの概念的側面図。
【図３】シェルと一緒に金型キャビティーを形成する本発明コアの変形例の金型の閉じた
位置での構成での概念的な放射方向部分断面図。
【図４】(a)は本発明コアが加硫温度以下の温度でとる構成を示す概念的側面図。(b)は本
発明コアが加硫温度でとる構成を示す概念的側面図。
【図５】(a)は本発明コアの一部分の詳細図。(b)は本発明コアの一部分の放射方向詳細断
面図。
【図６】(a)は本発明の１つの観点から示した放射方向断面図。(b)は(a)の実施例に対応
する側面図。(c)は本発明の同じ観点からの変形例を示す放射方向断面図。(d)は(c)の実
施例に対応する側面図。
【図７】本発明の別の観点から示した放射方向断面図。
【図８】シェルと組み合わせた本発明コアの別の変形例の金型を閉じた位置での構成を示
す概念的放射方向部分断面図。
【符号の説明】
10、20、30、70　断片
12、22、32、72　接触部分
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13、23、33、73　主要部分
14、24、34　　リム
37、38　　　嘴部
74　　　　電気抵抗器
75　　　　コネクタ

【図１】

【図２】

【図３】
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